
新型コロナウイルス感染症患者にかかる
入院医療体制等の見直しについて

資料３
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（１）

１．入院勧告・措置の対象者について



新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部
を改正する政令等について
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（１）65 歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者
具体的には、以下のいずれかに該当する者である。

① 65 歳以上の者
② 呼吸器疾患を有する者
③ 上記②に掲げる者のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、

肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者
④ 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下

しているおそれがあると認められる者
⑤ 妊婦
⑥ 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は

中等度であるもの
⑦ 上記①から⑥までに掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的

に勘案して医師が入院させる必要があると認める者
⑧ 上記①から⑦までに掲げる者のほか、都道府県知事（保健所を設置する市又は特別

区にあっては、市長又は区長）が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止する
ため入院させる必要があると認める者

■改正の内容
指定令第３条において準用する感染症法第19 条及び第20 条の入院の勧告・措置の

対象を、以下（１）及び（２）の対象者に限定することとする。



新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部
を改正する政令等について
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（２）上記（１）以外の者であって、当該感染症のまん延を防止するため必要な事項
として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しない者

「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりである。

ア 指定された期間、指定された内容、方法及び頻度で健康状態を報告すること
イ 指定された期間、指定された場所から外出しないこと
ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止

するため必要な事項

１．重症化リスクがある、症状が中等度以上であるなど医療面
から入院の必要がある者

２．知事（大津市は市長）がまん延を防止するため入院させる
必要があると認める者

３．健康状態の報告や外出制限等を守らない者

入院の勧告・措置の対象者



新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用見直しに関するＱ＆Ａについて
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部）
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新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用見直しに関するＱ＆Ａについて
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部）
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新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用見直しに関するＱ＆Ａについて
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部）
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新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用見直しに関するＱ＆Ａについて
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部）



（２）これまでの滋賀県における
新型コロナウイルス感染症患者の分析
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■対象
令和2年3月5日～10月22日までに新規陽性となった533例のうち、
県外入院となった4名を除く529名
※再燃6名については別事例としてカウントし、全535名とする

■重症度分類
国から重症度分類が整理されたのは令和2年5月18日のため、従来から
使用していた滋賀県における下記の重症度分類により区分する

区分 滋賀県
重症度分類 状態

重症
Ｓ－５ ニップor人工呼吸器orECMO必要で、FiO2が0.6以上

Ｓ－４ ニップor人工呼吸器orECMO必要で、FiO2が0.6以下

中等症 Ｓ－３
酸素必要（ハイフロー含む）もしくは
摂食不可能

軽症 Ｓ－２ 酸素不要および摂食可能

無症状 Ｓ－１ 症状なし
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１．届出時の重症度分類

無症状 軽症 中等症 重症 死亡

【滋賀県における新型コロナウイルス感染症患者の分析】
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届出時はほとんどが軽症・無症状
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２．入院中最重症時の重症度分類

無症状 軽症 中等症 重症 死亡

【滋賀県における新型コロナウイルス感染症患者の分析】
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65歳未満での重症化例は
すべて重症化リスク因子を有していた

65歳以上では、届出時に
無症状・軽症でも重症化例あり
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■無症状者について

・65歳未満の届出時「無症状者（132名）」は、最重症時でも99.2％が
「軽症」以下、0.8％が最重症時に「中等症」となっているが、重症化
リスク因子を有していた

・65歳以上の届出時「無症状」者は、最重症時には「中等症」「重症」
「死亡」となる者があり、年齢が上がるほど重症化する傾向

■軽症者について

・届出時「軽症者（338人）」は、最重症時でも98.2％が「中等症」以下

・最重症時に「重症」となったのは 1.5％で、
いずれも 65歳以上 あるいは 重症化のリスク因子を有する65歳未満

・届出時「軽症者」で「死亡」となったのは 0.3％で、いずれも65歳以上

【滋賀県における新型コロナウイルス感染症患者の分析】



（３）滋賀県における現状と課題
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・原則、全員入院（93.3％ 499／535人）

・入院４～５日経過後、医師が必ずしも入院が必要な状態ではないと判断
した場合、宿泊療養施設での療養に切り替え（6.8％ 34／499人）

・病床がひっ迫し重症者を優先的に治療する必要がある場合、医師の判断
により、重症化リスクがない者等について直接、宿泊療養施設で療養

・自宅療養は、原則として行わない（1.7％ 9／535人）

○無症状者・軽症者等の入院が、必ずしも治療目的ではなく、限られた
医療資源の有効活用につながっていない。

○検査方法や検査機関の拡大により、不定期に入院依頼があるため、
特に体制の手薄な夜間入院は病院、患者、調整部門の負担。

○新退院基準により退院が早くなり、一定期間入院後に宿泊療養に
切り替える期間のメリットが薄れ、入院後に宿泊療養施設に移送する
ことは、搬送調整や入退院手続の面から非効率。

第１波、第２波における課題

滋賀県でのこれまでの対応

（5.0％ 27／535人）



◆入院医療機関

（１）R2.10.22現在の状況

16

二次
医療圏

病院数 病床数 入院中 空床数

大津 5 55 11 44

湖南 4 39 4 35

甲賀 1 18 0 18

東近江 2 24 5 19

湖東 1 35 3 32

湖北 2 27 2 25

湖西 1 15 2 13

合計 16 213 27 186

施設名 室数 療養中 空室

ピアザびわ湖 62 0 62

東横イン彦根 209 0 209

271 0 271

稼働率12.7％

稼働率 0.0％◆宿泊療養施設 【休止中】

※自宅待機者、自宅療養者 1人

【確保数】

病床数213床

＋ ホテル271室

計484人分

２．病床の確保状況について
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（２）患者発生と増床のタイミングのずれ
・増床には一定の期間を要する（第２波では約70床増床に30日を要した）
・増床を行っている間に感染は縮小傾向になる

→　Ｒ2.8.3　第Ⅱ段階の病床確保の要請

ー 2日後 4日後 5日後 9日後 10日後 15日後 17日後 29日後 30日後 32日後 35日後

日付 8/3 8/6 8/7 8/8 8/12 8/13 8/18 8/20 9/1 9/2 9/4 9/7

確保病床数
（床）

141 147 151 155 156 157 173 175 200 210 212 218

増加病床数 － +6 +4 +4 +1 +1 +16 +2 +25 +10 +2 +6

要請日からの
のべ増床数

－ +6 +10 +14 +15 +16 +32 +34 +59 +69 +71 +77
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第Ⅱ段階への増床要請後の

増加病床数の推移と新規陽性患者数

増加病床数

新規陽性患者数

（人） （床）

8/5～8/7の３日間で66人の
新規陽性患者が発生

○感染拡大に伴う患者
の増加スピードが速く、
受入れ病床増床を行う
病院は１か月以上前か
ら組んでいる看護師等
の勤務表変更や、他の
患者の転院調整など、
病院の負担が大きく、
クラスター等への対応
が難しい。



３．政省令改正を踏まえた対応の方向性

○これまで得られた新たな知見により、必ずしも入院の必要
がない患者が一定数いることがわかってきており、患者の
重症化リスクや臨床症状に基づいて判断することで、医療
を必要とする患者に適時・適切な医療を提供できる体制を
構築していく必要がある。

○感染拡大のスピードへの対応が難しく、患者数と確保病床
数が乖離する傾向にあり、結果として限られた医療資源の
有効活用につながっていない面があるため、予測の難しい
クラスター発生時でも対応できる体制づくりを進めていく
必要がある。

○病床機能を短期間に転換することは対応が難しく、病院の
負担となっているとともに、コロナ以外の一般医療にも影
響を与えていることから、広く医療全体を見ながら中期的
な視点で考える必要がある。
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４．滋賀県における今後の入院・宿泊療養の方針（案）

これまで得られた新たな知見等に基づき、新型コロナウイルス
感染症からいのちや生活を守るとともに、限られた医療資源を
最大限に活用した持続可能な医療提供体制の構築に向けて、
ウイズコロナ・ポストコロナ時代を見据えた対応の第一歩を

踏み出す

・原則として、省令第一条①～⑦に該当する者（高リスク者）は入院、それ以外の
低リスク者は宿泊療養施設へ直接入所とする。

・クラスター等の感染拡大時に備えて宿泊療養施設は常時開設し、病院の負担軽減
を図る。

・適切なリスク判断ができるよう、検査医療機関に入院勧告・措置の対象チェック
リスト※を配布する。

・宿泊療養施設では、医療従事者が入所時に問診を行いリスク分類が適切であること
を確認するとともに、急変時に備えてバックアップ病院との連携を深め、宿泊療養
施設の医療面の機能強化を図る。

・ただし、低リスク者で宿泊療養施設が遠方となる場合等は、地域の病床のひっ迫
状況等を鑑みながら、低リスク者でも入院とするなど病床を柔軟に活用する。

・自宅療養は、原則として行わない。



診療・検査医療機関→保健所 連絡用紙
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省
令
第
一
条

①

⑤

③

②

③

④

⑥

⑦

 ・バイタル不良：呼吸困難、呼吸苦が続く・呼吸が速い（30回/分以上※）

　　　　　　　　 　　脈が速い（130bpm以上※）・その他重篤感がある

 ・低酸素所見あり：SｐO2　95％以下※

 悪性腫瘍（進行悪性腫瘍で治療中もしくは末期状態のもの）　等 □
（←該当内容に〇）

 BMI 30以上 （体重ｋｇ ÷ 身長ｍ ÷ 身長ｍ） □

□
（←該当内容に〇）

□
（←該当内容に〇）

 妊娠／妊娠の可能性が高い □妊婦

高度肥満

患
者
背
景

　　　　　症状が
　　重度又は中等度

 右記※の数値は、年齢

 による差異や測定機器

 の誤差等もあるので、

 総合的にご判断ください

□
（←該当内容に〇）

 ・画像所見：肺炎像認める

その他医師が入院を
必要と認める事由

具体的内容記入

□

 ・発熱：38℃以上の発熱が続く

呼吸器疾患

臓器等
機能低下

免疫機能
低下

既
往
歴

慢性閉塞性肺疾患（COPD）・体動時の呼吸困難・慢性の咳や痰・在宅酸素療法等

 慢性腎臓病・糖尿病治療中（自己中断例含む）・心血管疾患・脳卒中

 高血圧症治療中（自己中断例含む）・動脈瘤・動脈乖離　等

項目 具体例

 検査（診断）時 65歳以上 □年齢

入院勧告・措置の対象チェックリスト（わかる範囲で該当する下記右枠に☑をご記入ください）



○低リスク者だが宿泊療養施設が遠方となる場合等で、本人の
症状や家族の状況、地域の感染や病床のひっ迫状況等を総合
的に判断し、滋賀県COVID-19災害コントロールセンターで
県全体の調整※を行った結果、病床を柔軟に活用して低リスク
者でも入院とする場合がある。

○宿泊療養に応じない者には必要に応じて入院を勧告する等、
自宅療養は原則として行わない。

※保健所設置市の大津市も同様の方針で決定予定
22

【省令第一条 ⑧】の運用について

八 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事（保健所を設置
する市又は特別区にあっては、市長又は区長）が新型コロ
ナウイルス感染症のまん延を防止するため入院させる必要
があると認める者
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５．病床・宿泊療養施設確保計画の見直し
（１）現行の計画
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現行計画における病床と宿泊療養施設室数の割合
第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

確保病床 140 210 290 450

ピアザ 0 50 50 50

東横イン彦根 0 0 60 200

合計 140 260 400 700

ピーク時 病床450床 ＋ 宿泊療養施設250室
（64.3％） （35.7％）

＜参考＞Ｒ2.6.19配布の国の推計ツール（ピーク時）
①0-59歳 351人（52.4％）＋ ②60歳以上 319人（47.6％）＝ 計 670人

うち入院者数 ①×30％ ＋ ② ＝ 424人（63.2％）≒ 現計画

※Ｒ2.6.19 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（第１７回）資料１より
高齢者の方が重症化しやすい実態等を踏まえ、入院率は年齢群によって異なるもの

と仮定した。まず、高齢者群は重症化のハイリスク群であると考え、その全てが入院
管理となるものと想定した。他の年齢群では、入院治療を必要とする患者が当該年齢
群の診断者の３０％であると想定した。これは欧州における全患者に占める入院者の
割合が３５％であり、そこに高齢者群も含むことも加味して想定したものである。

（床）

（室）

（室）

（計）
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（２）6月の国の推計ツールの状況
◆国の推計ツールで入院者数（424人）が全体の63.2％と高い理由◆

①国の推計ツールは「高齢者群中心モデル（北海道モデル）」と「生産年齢人口群
モデル（大阪府モデル）」のいずれかを選択するしかなく「高齢者群中心モデル」
で推計した結果、高齢者の患者数が多めに推計されている。

国の推計ツール → 60歳以上 47.6％
本県実績 → 60歳以上 27.9％ （10/7現在 60歳以上142人／全体508人）

②高齢者を65歳以上ではなく、60歳以上として推計している。

＜参考＞
R2.6.19 今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について

（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 通知）～抜粋～

都道府県は、その人口分布・人口構成に基づき、「生産年齢人口群中心モデル」
（大都市圏の平均的な人口規模・人口分布において、若年層中心の感染拡大を典型
とするモデル）又は「高齢者群中心モデル」（都市部が都道府県庁所在地のみであ
るなど、それ以外の地域では人口規模が小さく、また高齢者層が多い都道府県にお
ける感染拡大を典型とするモデル）のいずれかを選択し、患者数を推計する。
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（３）政省令改正を本県実績に当てはめた状況

① 65 歳以上の者
② 呼吸器疾患を有する者
③ 上記②に掲げる者のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、

肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者
④ 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下

しているおそれがあると認められる者
⑤ 妊婦
⑥ 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は

中等度であるもの

① 65歳以上の割合：23.1％
②～④ 基礎疾患を有する65歳未満の割合：13.2％
⑤ 妊婦：0.2％
⑥ 基礎疾患のない65歳未満の患者のうち中等症の割合：3.1%
⑥ 基礎疾患のない65歳未満の患者のうち重症の割合：0.4%

※県内陽性者508人のデータを基に算出

対象者
４０％

■政省令見直し後の入院勧告・措置の対象者

■本県のこれまでの陽性患者に当てはめた状況

26
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第１段階 第２段階 第３段階

確保病床 140 210 280

ピアザ 50 50 50

東横イン彦根 0 200 200

第３のホテル 0 0 170

合計 190 460 700

■計画変更（案）

① 確保する病床・ホテル室数の合計は同じ 700人（ピーク時）
② 入院が必要な方の割合 700人 × 40％※＝ 280人
③ 宿泊療養想定 700人 － 280人 ＝ 420人（①－②）

（４）病床・宿泊療養施設確保計画の見直し（案）

ピーク時 病床280床 ＋ 宿泊療養施設420室
（40.0％） （60.0％）

※本県における実績に基づく政令改正後の入院対象となる割合
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【第１段階】
・高齢者施設等での大規模クラスターを想定し、第１段階から病床１４０床を確保
・政省令改正に対応し、第１段階からピアザ50室を稼働（今回は11/1～）
・宿泊療養施設はピアザのみ運用のため、患者が遠方の場合等は病床も柔軟に活用

【第２段階】
・第１段階の病床利用率が50％程度を超えれば、病床を70床増床要請
・ピアザ利用率が50％程度を超えれば、東横イン彦根を稼働
・病床のひっ迫状況等も踏まえ、患者が遠方の場合等は病床も柔軟に活用

【第３段階】
・第2段階の病床利用率が50％程度を超えれば、病床を70床増床要請
・ピアザと東横インの利用率が50％程度を超えれば第3のホテルを開所
・病床のひっ迫状況等も踏まえ、患者が遠方の場合等は病床も柔軟に活用

※ なお、各段階の移行を行う病床・宿泊療養施設の利用率は目安であり、
地域の感染の発生状況等も踏まえて総合的に判断を行う。

※ 病床拡大には相当時間がかかるため、現在の病床（210床程度）については
新たな入院勧告・措置が安定的な運用になるまで維持し、今後、地域の感染
状況や病院の意向も踏まえながら、 一般医療との両立に向けて調整を行う。

各段階の移行のタイミング
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【変更前】

病床・宿泊療養施設
確保タイミングと計画体制

患
者

数

時間

最大推計
患者数

670名

【計画700人分】

病床数 450床
ホテル① 50室
ホテル② 200室

【計画400人分】

病床数 290床
ホテル① 50室
ホテル② 60室

入院患者数

新規感染者数

【計画140人分】

病床数 140床
ホテル① 0室

【計画260人分】

病床数 210床
ホテル① 50室

入院患者数130人超
➡【要請】
・80床増床
・ホテル② 60室開設

入院患者数330人超
➡【要請】
・160床増床
・ホテル② 140室増

入院患者数70人超
➡【要請】
・70床増床
・ホテル① 50室開設

Ｘ日 Ｘ+15日 Ｘ+35日



30

患
者

数

時間

最大推計
患者数

670名

【計画460人分】

病床数 210床
ホテル① 50室
ホテル② 200室

入院患者数

新規感染者数

【計画190人分】

病床数 140床
ホテル① 50室

病床利用率50％超
➡【要請】70床増床
ホテル①利用率50％超
➡【要請】ホテル② 200室開設

病床利用率50％超
➡【要請】70床増床
ホテル①②利用率50％超
➡【要請】ホテル③ 170室開設

【変更後】

病床・宿泊療養施設
確保タイミングと計画体制

Ｘ日 Ｘ+25日

【計画700人分】

病床数 280床
ホテル① 50室
ホテル② 200室
ホテル③ 170室
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（参考）現在の病床・宿泊療養施設確保計画（厚労省HP 10月16日更新から加工）

A B C D

病床
B/D

宿泊
C/D

01北海道 96 1,241 1,767 1,170 2,937 60.2% 39.8% 236.7%

02青森県 23 305 225 100 325 69.2% 30.8% 106.6%

03岩手県 30 379 350 300 650 53.8% 46.2% 171.5%

04宮城県 52 669 450 300 750 60.0% 40.0% 112.1%

05秋田県 19 243 235 69 304 77.3% 22.7% 125.1%

06山形県 20 258 215 188 403 53.3% 46.7% 156.2%

07福島県 38 500 350 160 510 68.6% 31.4% 102.0%

08茨城県 52 670 500 324 824 60.7% 39.3% 123.0%

09栃木県 40 517 313 250 563 55.6% 44.4% 108.9%

10群馬県 35 453 330 363 693 47.6% 52.4% 病床＜宿泊 153.0%

11埼玉県 170 2,215 1,400 1,450 2,850 49.1% 50.9% 病床＜宿泊 128.7%

12千葉県 145 1,891 1,200 1,400 2,600 46.2% 53.8% 病床＜宿泊 137.5%

13東京都 477 6,435 4,000 3,000 7,000 57.1% 42.9% 108.8%

14神奈川県 167 2,192 1,939 1,000 2,939 66.0% 34.0% 134.1%

15新潟県 40 528 456 176 632 72.2% 27.8% 119.7%

16富山県 24 318 500 100 600 83.3% 16.7% 188.7%

17石川県 26 334 254 340 594 42.8% 57.2% 病床＜宿泊 177.8%

18福井県 18 230 190 75 265 71.7% 28.3% 115.2%

19山梨県 19 246 250 100 350 71.4% 28.6% 142.3%

20長野県 37 485 350 250 600 58.3% 41.7% 123.7%

21岐阜県 35 466 625 466 1,091 57.3% 42.7% 234.1%

22静岡県 66 862 450 450 900 50.0% 50.0% 104.4%

23愛知県 136 1,778 839 1,300 2,139 39.2% 60.8% 病床＜宿泊 120.3%

24三重県 32 417 363 100 463 78.4% 21.6% 111.0%

25滋賀県 51 670 450 250 700 64.3% 35.7% 104.5%

即応病床
計画数
（床）

宿泊療養
施設居室
（室）

都道府県名

ピーク時

（参考）
カバー率
D/A

比率推計最大
新規感染者数

推計最大
療養者数

(入院＋宿泊)
合計
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A B C D

病床
B/D

宿泊
C/D

26京都府 52 671 750 338 1,088 68.9% 31.1% 162.1%

27大阪府 159 2,088 1,615 1,036 2,651 60.9% 39.1% 127.0%

28兵庫県 98 1,294 650 700 1,350 48.1% 51.9% 病床＜宿泊 104.3%

29奈良県 35 500 500 108 608 82.2% 17.8% 121.6%

30和歌山県 29 373 400 137 537 74.5% 25.5% 144.0%

31鳥取県 31 393 300 150 450 66.7% 33.3% 114.5%

32島根県 16 208 253 98 351 72.1% 27.9% 168.8%

33岡山県 34 430 250 180 430 58.1% 41.9% 100.0%

34広島県 64 829 500 700 1,200 41.7% 58.3% 病床＜宿泊 144.8%

35山口県 33 421 423 834 1,257 33.7% 66.3% 病床＜宿泊 298.6%

36徳島県 18 227 200 150 350 57.1% 42.9% 154.2%

37香川県 17 227 185 101 286 64.7% 35.3% 126.0%

38愛媛県 25 322 223 117 340 65.6% 34.4% 105.6%

39高知県 17 219 200 190 390 51.3% 48.7% 178.1%

40福岡県 116 1,509 760 1,200 1,960 38.8% 61.2% 病床＜宿泊 129.9%

41佐賀県 18 243 274 253 527 52.0% 48.0% 216.9%

42長崎県 32 409 395 550 945 41.8% 58.2% 病床＜宿泊 231.1%

43熊本県 32 409 400 140 540 74.1% 25.9% 132.0%

44大分県 27 348 330 170 500 66.0% 34.0% 143.7%

45宮崎県 25 329 246 250 496 49.6% 50.4% 病床＜宿泊 150.8%

46鹿児島県 29 380 300 370 670 44.8% 55.2% 病床＜宿泊 176.3%

47沖縄県 33 425 425 340 765 55.6% 44.4% 180.0%

全国計 2,788 36,556 27,580 21,793 49,373 55.9% 44.1% 135.1%

都道府県名

ピーク時

（参考）
カバー率
D/A

比率推計最大
新規感染者数

推計最大
療養者数

(入院＋宿泊)

即応病床
計画数
（床）

宿泊療養
施設居室
（室）

合計



「もしサポ滋賀」導入店舗における

新型コロナウイルス感染防止策

取り組み事例

（令和２年１０月29日作成）

資 料 ４

滋賀県知事公室
防災危機管理局

• 「もしサポ滋賀」導入店舗に取材し、事例を収集しています。
• 店舗での感染防止策の取り組みの参考にご活用ください。
• また、掲載している取り組み内容はそれぞれの店舗における対策の一部
ですのでご留意ください。（たとえば、従業員の方のマスクの着用などは
事例集に掲載していません。）
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間隔をあけた座席配置および利用者同士の距離確保
（通常２名席を設けていたところすべて４名席にし、隣の座席との間隔
を確保）

【その他】
• 雑誌の撤去
（共有の物品であり、定期的
な消毒が難しいため撤去）

• 定期的な換気
• 利用者交代時の
テーブル等の消毒

「もしサポ滋賀」
（入口およびトイレに「もし
サポ滋賀」を掲示）

トイレ前に設置

トイレ内に掲示 入口に掲示

レストラン（BREZZA～大津市～）の主な対策

入口に設置

アルコール消毒の設置
（入口およびトイレの前に設置）

多人数利用の制限
（1グループ8名までとし、8
名での来店の場合でも1テー
ブル４名で使用）

各テーブルに「もしサポ滋賀」を据置

喫茶店（Café アラディン～野洲市～）の主な対策

【その他】
• ドアノブなどの消毒
• 定期的な換気、空
気清浄機の設置

「もしサポ滋賀」
（入口・レジでの掲示に加え、各テーブ
ルにメニューと合わせて据置きするこ
とにより、QRコード※を読み取りやす
い環境づくり）

入口に設置

トイレ内に設置

×印で使用不可テーブルを表示

パーテーションの設置
（レジ・カウンター席）
※写真はレジ部分

テーブルごとの座席数を制限

パーテーションにより飛沫の防止

客席数の制限
（使用不可テーブルを設け、
テーブルごとの座席数を制限）

アルコール消毒の
設置
（入口およびトイレ内に
設置）

※ ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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自動開閉式ごみ

座席下（内部）に
荷物入れ

教室・小売店（糀屋吉右衛門～野洲市～）の主な対策

味 づくり教室の受講生の制限
（通常時の半分までとし、対面での作業をなくすなど、受講生の数に応
じた柔軟なテーブル配置）

自動開閉式ごみ箱の設置
各自の座席下に荷物入れ
（他の受講生との共有部分を通
じた接触を回避） 【その他】

•ドアノブ、教室前後
の備品の消毒

•定期的な換気、空気
清浄機の設置

•受講生への「もしサ
ポ滋賀」の案内

アルコール消毒の設置
（店舗入り口に設置）

テーブルの柔軟な配置とパーテーション

パーテーションの設置
（隣り合う受講生との間・店頭販売
におけるレジ）

パーテーションにより飛沫の防止

手で触る作品の展示箇所に設置

美術館（ボーダレス・アートミュージアムNO-MA～近江八幡市～）の主な対策

来館者多数の場合や体調不良者の入場制限等を周知
（入口・受付に設置）

パーテーションの設置
（受付に設置）

【その他】
• スタッフの健康管理
• 定期的な換気
• 共用部分（ドア、手
すり、トイレなど）の
消毒

入場制限等の周知・「もしサポ滋賀」

入口に設置

「もしサポ滋賀」
（入口・展示室の前などに掲
示）

受付に設置し、飛沫の防止

アルコール消毒の設置
（入口・手で触わる作品の展
示箇所に設置）
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取材にご協力いただいた
店舗の皆様

ありがとうございました。

～事業者の皆様へ～

連絡先: 滋賀県防災危機管理局危機管理・国民保護係
電電話：077-528-3435
メール：as00corona@pref.shiga.lg.jp

感染対策についての取材にご協力いただ
ける店舗を募集しています。
ご協力いただける方は、下記までご連絡
をお待ちしております！
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